
44 第 2章　共済給付金Ⅰ

共済会の退職一時金のほかに退職手当を受け
た場合は、該当欄に記入してください。

・退職日　　平成27年4月30日の場合
・共済会の退職一時金のほかに退職手当を受けていない場合

◎退職一時金を請求する場合は、この申告書を一緒に提出してください。
 1.提出した場合 在職1年につき40万円が控除されます。
 2.提出しなかった場合 退職所得に対する所得税として一時金額の20％に相当する額を源泉徴収します。
◎記入については申告書の裏面の申告書の書き方を参考にしてください。
◎　　 所得税  「退職一時金に対する税の賦課」98㌻

●押印
請求者の印を押し
てしてください。

●Ａ欄の③の至
「23年5月31日」を
記入してください。

●Ａ欄の「うち特定
役員等勤続期間」及
び「うち重複勤続期
間」「無」に○をして
ください。

●Ａ欄の①
市議会議員を退職
した年月日を記入し
てください。

退職手当等の支払
を受けることとなっ
た年（Ａ欄の①の
年）を記入してくだ
さい。

●Ａ欄の③の自・至
退職一時金の基礎となる在職期間が連続
していない場合は、在職期間ごとに記入し
てください。
（例）退職一時金の基礎となる在職期間
　　平成17年5月1日～平成20年1月31日
　　平成20年2月6日～平成23年5月31日　

●Ａ欄の③
勤続期間の端数の
月数は1年に切り上
げて記入してください。

退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書


